
 1 / 3 

 

三宅医院問屋町テラス 院内感染対策指針 
 

1. 基本理念 

われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。医療関連感染

の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終

息を図ることは医療機関の義務である。三宅医院問屋町テラスと（以下「当院」とする）においては、

本指針により院内感染対策を行う。 

 

1.1. 用語の定義 

1）院内感染 

病院・医院環境下で感染した全ての感染症を院内感染と言い、院内という環境で感染した感染症は、

院外で発症しても院内感染という。逆に、院内で発症しても、院外(市中)で感染した感染症は、院内感

染ではなく、市中感染という。 

 

2）院内感染の対象者 

院内感染の対象者は、入院患者、外来患者の別を問わず、見舞人、訪問者、医師、看護師、医療従事

者、その他職員、さらには院外関連企業の職員等を含む。 

 

1.2. 本指針について 

1）策定と変更 

本指針(院内指針、手順書と言うべきもの：以下同様)は院内感染対策委員会の議を経て策定したもの

である。また、院内感染対策委員会の議を経て適宜変更するものであり、変更に際しては最新の科学的

根拠に基づかなければならない。 

 

2）職員への周知と遵守率向上 

本指針に記載された各対策は、全職員の協力の下に、遵守率を高めなければならない。 

① 院内感染対策委員会は、現場職員が自主的に各対策を実践するよう自覚を持ってケアに当たるよ

う誘導し、現場職員を教育啓発し、自ら進んで実践して行くよう動機付けをする。 

② 就職時初期教育、定期的教育、必要に応じた臨時教育を通して、全職員の感染対策に関する知識

を高め、重要性を自覚するよう導く。 

③ 定期的ラウンドを活用して、現場に於ける効果的介入を試みる。 

 

3）本指針の閲覧 

職員は患者との情報の共有に努め、患者およびその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、
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これに応じるものとする。 

 

2. 医療機関内における感染対策のための委員会等 

2.1. 院内感染管理者について 

院内感染対策委員会が中心となって、すべての職員に対して組織的な対応と教育・啓発活動をする。

院内感染対策委員会は院内感染管理者が委員⾧を務め、院内感染対策は委員会の検討を経て、日常業務

化する。なお、本委員会は運用上、医療安全対策委員会と一体的に行うことも可とする。 

 

2.2. 院内感染管理者について 

院内感染管理者は院⾧が務め、以下の職務を担当する。 

① 定期的院内ラウンドを行って、現場の改善に関する介入、現場の教育／啓発、アウトブレイクあ

るいは異常発生の特定と制圧、その他に当たる。 

② 感染対策に関する権限を委譲されると共に責任を持つ。また、重要事項を定期的に院⾧に報告す

る義務を有する。 

③ 重要な検討事項、異常な感染症発生時および発生が疑われた際は、その状況および患者／院内感

染の対象者への対応等を、院⾧へ報告する。 

④ 異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するため

に全職員への周知徹底を図る。 

⑤ 職員教育（集団教育と個別教育）の企画遂行を積極的に行う。 

⑥ その他必要な業務は院内感染対策委員会での検討を経て、決定し日常業務として指定する。 

 

2.3. 院内感染対策委員会の構成 

以下のとおり組織する。 

① 院内感染管理者（委員⾧を務める） 

② 院内感染管理担当者 

③ 各部署代表者 

 

2.4. 院内感染対策委員会の業務 

① 1 か月に 1 回程度の定期的会議を開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。 

② 必要な感染対策を検討する。 

③ 日常業務化された改善策の実施状況を調査し、必要に応じて見直しする。 

④ それぞれの業務に関する規定を定める。 

⑤ 実施された対策や介入の効果に対する評価を定期的に行い、評価結果を記録、分析し、必要な場



 3 / 3 

 

合は、さらなる改善策を講じる。 

 

2.5. その他 

発生した院内感染症が、正常範囲の発生か、アウトブレイクあるいは異常発生かの判断がつきにくい

ときは、連携保険医療機関又は地域の医師会に相談する。 

 

3. 院内感染に関わる従業者に対する研修 

院内感染にかかわる従業者に対して、以下の研修を実施する。 

1） 就職時の初期研修は、院内感染管理者あるいはそれにかわる十分な実務経験を有する指導者が適

切に行う。 

2） 継続的研修は、年 2 回程度開催する。また、必要に応じて、臨時の研修を行う。これらは職種横

断的に開催する。学会、研究会、講習会など、施設外研修を適宜施設内研修に代えることも可と

する。 

3） 学会、研究会、講習会など、施設外研修を受けた者の伝達講習を、適宜施設内研修に代えること

も可とする。 

4） これらの諸研修の開催結果、あるいは、施設外研修の参加実績（開催または受講日時、出席者、

研修項目）を、記録保存する。 

 

4. 感染症の発生時の対応と発生状況の報告 

4.1. アウトブレイクあるいは異常発生 

アウトブレイクあるいは異常発生は、迅速に特定し、対応する。 

1） 施設内の各領域別の微生物の分離率ならびに感染症の発生動向から、医療関連感染のアウトブレ

イクあるいは異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるよう、

感染に関わる情報管理を適切に行う。 

2） 必要に応じて連携保険医療機関又は地域の医師会を活用し、外部よりの協力と支援を要請する。 

3） 報告の義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。 

 

5. 患者への情報提供と説明 

患者本人および患者家族に対して、適切なインフォームドコンセントを行う。 

1） 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。 

2） 必要に応じて感染率などの情報を公開する。 

 

以上 


